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議会運営委員会会議録 

 

開閉日時 平成２７年９月１８日（金） 午後２時２０分～午後２時２８分 

会  場 委員会室   

 

１．出席者 

３番 柳 沢 英 希   ７番 柴 田 耕 一、 １２番 内 藤 とし子、 

１４番 鈴 木 勝 彦、 １６番 小野田由紀子 

   オブザーバー 議 長、副議長、 

６番 黒 川 美 克、 ５番 長谷川 広 昌、 １１番 神 谷 直 子 

 

２．欠席者 

   なし 

 

３．傍聴者 

   杉浦康憲、神谷利盛、浅岡保夫、杉浦敏和、北川広人、小嶋克文 

 

４．説明のため出席した者 

   なし 

 

５．職務のため出席した者 

   議会事務局長、書記１名 

 

６．付議事項 

 １ １２月定例会の日程について 

２ その他 

 

７．会議経過 
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 委員長挨拶 

 

委員長 ただいまの出席委員は全員であります。よって、本委員会は成立いた

しましたので、これより議会運営委員会を開会いたします。 

 

 議長挨拶 

 

委員長 次に、本委員会記録の署名委員の指名についてであります。本件につ

いては、委員長から御指名申し上げて御異議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、副委員長の柴田耕一委員を指名いたします。 

本日、御協議いただきます案件は付議事項のとおりであります。それでは、

案件の順序に従い逐次進めてまいりますので、よろしく御協力をお願いいたし

ます。 

 

 

《議 題》 

１．12 月定例会の日程について 

委員長 事務局より説明を願います。 

説（事務局 主査） それでは、お手元のほうに平成 27 年 12 月高浜市議会定

例会の会期及び会議日程（変更案）を配付させていただいておりますので、ご

らんいただきたいと思います。 

会期につきましては、11 月 26 日から 12 月 18 日までの 23 日間とさせていた

だいております。告示につきましては 11 月 16 日、一般質問の締切りを 11 月

20 日の午後５時までとし、11 月 26 日に本会議第１日目を開催し、開会、市長

招集挨拶、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸報告、議案上程、説明の順
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で行います。12 月２日及び３日の２日間を一般質問、一般質問終了後に関連質

問をお願いし、７日を第４日目としまして、総括質疑、議案委員会付託を願い、

９日に総務建設委員会を、10 日に福祉文教委員会を、11 日に公共施設あり方検

討特別委員会を、いずれも午前 10 時から開き､それぞれ付託案件の審査等を願

います。最終日、第５日目につきましては、18 日に委員長報告、委員長報告に

対する質疑、討論、採決、閉会の順でお願いをするものであります。なお、通

常告示日は開会日の１週間前ですが、今年については全国市議会議長会研究フ

ォーラムが 11 月 18 日、19 日に開催されるため、変更させていただいておりま

す。よろしくお願いいたします。 

委員長 ただいま事務局が説明しました、変更案のとおりに決定させていただ

いてよろしいでしょうか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 異議もないようですので、変更案のとおりに決定させていただきます。

なお、会期及び会議日程については、10 月 25 日発行予定の議会だよりに掲載

をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

２．その他 

委員長 初めに、昨日開催の福祉文教委員会において、陳情第３号、定数改善

計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める陳情

及び陳情第４号、国民の声に耳を傾けた安全保障関連法（案）の審議を日本政

府に求める意見書提出に関する陳情が採択されたことに伴い、議会運営に関す

る申合せにより、９月定例会の最終日に日程を追加して、意見書を提出したい

と思いますので、意見書の案文の協議をお願いするものでありますが、しかし

ながら、陳情第４号については、現在、国会において安全保障関連法（案）の

審議の真っ最中であり、審議の結果により、意見書の内容についても変更を加

える必要があることから、本日案文協議は行わず、28 日に行われる議会改革特
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別委員会終了後に議会運営委員会を開催させていただき、そこで協議を行いた

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 異議もないようですので、陳情第４号についてはそのようにさせてい

ただきます。 

それでは、陳情第３号の意見書の案文についての御意見があれば、お願いし

ます。市政クラブ。 

意（７） 昨年と同じようなあれでいいと思いますけれど、今、検討中ですの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

委員長 昨年というのは、今の案文でいいということですか。 

意（７） はい。 

委員長 今年の案文でいいということですね。次に、公明党。 

意（16） 今、出ている案文でよろしいかと思います。 

委員長 共産党。 

意（12） 私どもも、今のとおりでいいと思います。 

委員長 参考までに、市民クラブ。 

意（６） 私も、結構です。 

委員長 開拓志。 

意（５） 私も、結構です。 

委員長 大家族たかはまクラブ。 

意（11） 私どもも、このままで結構でございます。 

委員長 ただいま御協議いただきました意見書の案文については、全会一致で

提出してよろしいでしょうか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定させていただきます。 
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次に提出者及び賛成者についてですが、議会運営に関する申合せのとおり、

提出者を議会運営委員長、私、鈴木勝彦と、賛成者をオブザーバー委員を含め、

ほかの議会運営委員としてよろしいでしょうか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定させていただきます。 

次に、意見書の送付先について御協議いただきたいと思います。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 御意見もないようなら、送付先については内閣総理大臣、内閣官房長

官、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣としてよろしいでしょうか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定させていただきます。 

それでは、ほかに皆さん方で何かあれば、お願いいたします。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 なければ、以上をもって議会運営委員会を終了いたします。 

 

 委員長挨拶 

 

 

                   閉会 午後 2 時 28 分 
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         議会運営委員会委員長 

 

 

 

         議会運営委員会副委員長 

 

 


